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は  じ  め  に 
 
 
 
 
 
 

 この「未成年後見人Ｑ＆Ａ」は，これから未成年者後見人

に就任される方を中心に，現在未成年後見人として事務を遂

行されている方も含め，未成年後見人の事務の円滑な遂行の

手助けする目的のために作成しました。 

 

 まずは，一読し，今後の未成年後見人の事務を遂行する上

で参考にしてください。 

 

 未成年後見は，長期間事務が継続することが予想されます。

今後，定期報告の時や，後見人の事務に迷われた時には，本

冊子を読み返して，事務の参考にしてください。 

 

 その都度参考にしていただくために，本冊子を大切に保管

してください。 

 

 

 

令和６年３月   大津家庭裁判所 

後見係 
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未成年後見制度とは 

 

 未成年後見制度とはどのような制度でしょうか。未成年

後見人は，どのような仕事をするのでしょうか。 

 

 

 未成年後見制度とは，親権者の死亡などにより親権者が不在と

なった未成年者を法律的に保護し，支えるための制度です。未成

年後見人（以下，本冊子では「後見人」と表記します。）は，未

成年者の監護教育等の権利・義務があり，未成年者の財産を管理

します。また，行った職務の内容を家庭裁判所に報告します。 

 

 

【未成年後見制度とは】 

 未成年者は，原則として父母の親権に服し，未成年者の監護教育（生活

環境の整備，未成年者の教育など）や財産管理の方針は，親権者が決定す

る権利と義務を負っています。 

 しかし，親権者の死亡・行方不明などにより親権者が不在となった場合，

それを放置しておくと，未成年者が十分な監護や教育を受けられなかった

り，財産が失われてしまうおそれがあります。このような場合，親権者に

代わって未成年者の監護や教育を行ったり，財産を管理する後見人を選任

し，未成年者を保護するのが未成年後見制度です。 

 家庭裁判所は，未成年者の生活や財産の状況，後見人候補者の経歴や未

成年者との関係など，さまざまな事情を考慮し，未成年者のために誠実に

その職務を果たすことができるかどうかを判断して，後見人を選任します。 

 

【後見人の役割】 

 後見人は，未成年者の監護教育，居所の指定，懲戒及び営業許可などに

ついて親権者と同一の権利・義務を有します。また，未成年者に財産があ

る場合には，それを管理し，その財産に関する売買，贈与，抵当権設定な

どの法律行為について，未成年者を代理します。 

 後見人は，職務の遂行にあたって，未成年者の心身の状態及び生活の状

況に十分に配慮するとともに，財産の管理にあたって，自己の財産を管理

する以上に注意を払わなければなりません。 

 

 

A 

1 
Q 
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【後見人の責任】 

 このように，後見人の職務は大変重要なものです。そのため，後見人に

は重い責任が課せられています。後見人に不正な行為，著しい不行跡その

他後見の任務に適さない事由があるときには，後見監督人，未成年者，未

成年者の親族，検察官の請求又は職権によって，家庭裁判所が後見人解任

の審判をすることがあります。 

 解任の理由には，未成年者の財産を私的に借用・流用する行為（※），

後見人としての信用・信頼を失墜させるような行為，後見人の権限を濫用

する行為，適当でない方法で財産を管理する行為等があった場合又は任務

を怠った場合などがあります。 

 また，後見人が故意又は過失により未成年者に損害を与えた場合には，

それを賠償しなければなりません。特に悪質な場合は，業務上横領等の刑

事責任を問われることもあります。 

 

※ 例えば，後見人が，未成年者のお金を使って，後見人名義のローンの

返済をしたり，他人にお金を貸したりすると，後見人を解任されることが

あります。 

 

【家庭裁判所への相談と後見監督】 

 後見人は，必要に応じて家庭裁判所に連絡や相談をしていただく（Ｑ１

７参照）ほか，家庭裁判所（後見監督人が選任されたら後見監督人）の監

督を受けることになっています（これを後見監督といいます。Ｑ３参照）。 
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後見人の最初の仕事 

 

 後見人に選任されて，まずしなければならないことは何

ですか。 

 

 

 速やかに未成年者の財産の内容を把握した上で，未成年者のた

めに毎月どのくらいお金が必要かの予算を立て，１か月以内に財

産目録等を家庭裁判所に提出してください。 

 

 

【財産の把握】 

 後見人の最初の仕事は，未成年者の財産の内容を正確に把握することで

す。後見人が未成年者の財産を管理するためには，その財産の内容を知ら

なければならないからです。収入（年金，給与等），支出（生活費，教育

費，住居費，税金，社会保険料等），資産（預貯金，不動産，生命保険，

有価証券，現金等），負債など，どのようなものがあるかを調査してくだ

さい。また，未成年者に相続すべき遺産がある場合は，遺産の調査もして

ください。 

 もし，後見人以外の方が管理している財産がある場合には，速やかに財

産の引継ぎを受けてください。 

 

【予算の作成】 

 その上で，未成年者に必要な費用について，１か月にどの程度かかるか

予算を立ててください。なお，後見人がその仕事を行う上で必要な費用（後

見事務費といいます。Ｑ７参照）も，予算に含めてください。 

 

【財産目録等の提出】 

 後見人に選任されてから１か月以内に，後見事務報告書，未成年者の財

産目録及び収支予定表を提出していただきます（Ｑ４，５参照）。 

 資料の作成にあたっては，預貯金は最新の残高が記載された通帳，生命

保険は保険証書等，不動産は登記簿謄本（登記事項証明書）等，原本に基

づいて正確に記載してください。 

 なお，これらの資料は写しを提出していただき，その後に裁判所が原本

を確認する場合がありますので，常に整理して保管しておいてください。 

A 

2 
Q 
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後見監督とは 

 

 「後見監督」というのは，どういうことをするのですか。 

 

 

 「後見監督」とは，家庭裁判所が後見人に対し，その仕事が適

正になされているかを確認するため，定期的な報告を求めたり，

調査を行うことです。 

 後見人は，普段から未成年者の財産状況や生活状況をきちんと

把握し，年に一度，家庭裁判所に対して定期的な報告をして後見

監督を受ける必要があります。 

 

 

【後見事務の報告】 

 後見人は，毎年定められた期限までに自主的に報告書を提出する必要が

あります。報告書は，本冊子の後ろにあるひな形をコピーして作成してく

ださい。 

 添付資料については，５７頁の「後見監督時の資料提出に関する注意点」

を参考にしてください。 

 なお，期限までに報告書の提出がない場合には，弁護士・司法書士等の

専門職を調査人に選任して，後見事務や財産状況の調査を命じたり（調査

人の報酬は，未成年者の財産から支払われることになります。），専門職

を後見人に追加選任し，あるいは後見監督人に選任して，改めて後見事務

を調査することがありますので，必ず期限までに報告書を提出してくださ

い。 

 

【後見事務の調査】 

 家庭裁判所が必要と判断した場合，未成年者の生活状況や財産管理の状

況を，後見人から直接説明していただくことがあります。その場合は，家

庭裁判所にお越しいただく日時等を事前にお知らせいたします。 

 調査等の際には，預貯金の通帳や生命保険証書など，財産目録に記載さ

れているものをお持ちください。通帳等は，最新の残高が記載されたもの

が必要となりますので，必ず記帳しておいてください。 

A 

3 
Q 
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未成年者の収入・支出の計画 

 

 予算を立てるように言われましたが，何をすればいいの

ですか。 

 

 

 「予算を立てる」とは，後見人が，未成年者の財産を計画的か

つ適正に管理するために，今後の毎月及び毎年の収入・支出を見

積もることです。 

 その内容は，「収支予定表」（３８頁参照）に記載していただ

きます。裁判所から提出を求められた場合に速やかに提出できる

よう，必ず作成してください。 

 

 

【「収支予定表」の記入】 

 後見人は，未成年者の財産を適正に管理する責任を負います。そのため，

未成年者の生活水準を保ちつつ，限りある財産を計画的に使うことが求め

られます。 

 具体的には，未成年者の収入（年金，給料等）及び支出（生活費，教育

費，税金等）を把握し，収入の範囲内でやりくりできるのか，毎月どの程

度の余裕があるのか，あるいは，預貯金を取り崩さないと生活を維持でき

ないのか，などについて見積もってください。その結果を，「収支予定表」

の該当する欄に記入してください。記入にあたっては，５２頁の記入例を

参考にしてください。 

 

【月額と年額の記入について】 

 「収支予定表」には，月額と年額の両方を記入してください。たとえば，

年金は通常２か月ごとに支給されますので，その半額が１か月の収入とな

ります。また，支払いが毎月でないものは，年額を１２等分したものが月

額となります。さらに，食費のように，月によって金額が変わるものは，

それまでの数か月分の実績を見て，算出してください。 

 

【収支予定表の提出について】 

 「収支予定表」は，就任時報告で提出いただいた後は，前回の報告から

変動があった場合のみ，提出してください。 

A 

4 
Q 
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未成年者の財産目録 

 

 財産目録には，どういうことを書けばよいのですか。 

 

 

 財産目録とは，預貯金，生命保険，有価証券，不動産，負債な

ど，未成年者の財産の内容を個別具体的に記載した一覧表です。

財産状況を調査した上で作成してください。提出期限は，後見人

になってから１か月以内です。なお，後見監督においても財産目

録の作成・提出が必要となります。 

 

 

【財産目録の記入】 

 財産管理は，後見人の重要な仕事です。後見人は，未成年者の財産内容

を把握し，対外的に明らかにするために，財産目録を作成しなければなり

ません。提出期限は，後見人になってから１か月以内です。 

 未成年者に相続すべき遺産がある場合は，遺産の調査を行い，財産目録

に遺産を記載してください。 

 後見監督人が選ばれている場合には，後見監督人の立ち会いが必要にな

ります。 

 

【記入にあたって】 

 未成年者の財産状況の調査結果に基づき，未成年者の財産の内容を財産

目録の該当箇所に記入してください。 

 たとえば，預貯金であれば，金融機関名，支店名，口座番号，預貯金の

種類，最新の残高について，通帳又は証書ごとに列挙します。記入にあた

っては，審判書謄本送達時に同封している記入例を参考にしてください。 

 現金を管理している場合は，忘れずに，金額を記入してください。 

 

【後見監督時の財産目録】 

 後見監督においても，財産目録を作成していただきます。内容や作成方

法は，後見人になってから１か月以内に提出しなければならない財産目録

と同様です。ただし，書式が異なりますので，記入にあたっては４４頁の

記入例を参考にしてください。 

 

A 

5 
Q 
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未成年者の預貯金の管理の仕方 

 

１ 最近は金利が低いので，元本割れの危険はあるもの

の，利回りがよい方法で運用してもよいでしょうか。 

２ 未成年者名義の預金がありますが，後見人選任後，口

座の名義変更等，何かをする必要はありますか。 

 

 

１ 投機的な運用は，原則として認められていません。低金利で

も，元本が保証される安全確実な方法で管理してください。 

２ 未成年者名義の口座がある金融機関に対し，後見人が選任さ

れた旨を届け出てください。口座名義は，未成年者名義又は 

  「甲 山 花 子 未成年後見人 乙 川 太 郎」 

   （未成年者名）        （後見人名） 

  という名義にしてください（ただし，金融機関によって取扱

いが異なる場合があります）。 

 

【未成年者の預貯金の管理】 

 後見人は，現在の未成年者の心身の状態や生活状況に配慮するだけでな

く，未成年者の将来も考慮しながら，財産を管理しなければなりません。

したがって，収益を図ろうと投資をして失敗する危険を冒すよりも，安全

確実な方法が求められます。 

 万一，損害が発生した場合は，後見人を解任される可能性があるばかり

でなく，新しい後見人から損害賠償を請求される可能性もあります。 

 

【口座の名義】 

 後見人に選ばれたら，その後の安全・円滑な取引のために，その旨を金

融機関に届けるのが望ましいでしょう。併せて，口座名義を上記Ａ２のよ

うにしてください。これは，後見人個人の財産と未成年者の財産を明確に

区別するためです。詳しくは各金融機関にご相談ください。 

 

【管理の仕方】 

 管理にあたっては，自動引き落としや口座振替を利用し，通帳の取引履

歴の余白に使い道をメモ書きしてください。通帳自体が出納帳の代わりと

なります。また，口座が多数あると管理が大変です。特に必要がない限り

口座を分散せず，預金保険制度（いわゆるペイオフ）の保護範囲を考慮し

つつ，何口かの管理しやすい口座にまとめて管理するようにしてください。

当面必要な金銭以外は，現金で管理せず，預貯金を利用してください。 

A 

6 
Q 
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未成年者の財産の使い道 

 

 お金を使う際，具体的に，どのようなものに支出してよ

いのでしょうか。また，支出してはいけないものにはどの

ようなものがあるでしょうか。 

 

 

 未成年者の財産は，未成年者のために使うのであれば，使い道

に特に制限はありません。ただし，金額，支出の必要性，かけた

お金と得られる結果のバランスなど，「常識の範囲内」という制

約は伴います。以下，これまでのケースから例を挙げてみました。 

 

 

【当然に支出できるものの例】 

 未成年者の生活費，教育費，税金，後見事務費（裁判所に提出する書類

のコピー代，切手代，交通費，各種手数料など，後見人の仕事をする上で

発生する実費），未成年者の財産の維持・管理の費用，弁護士や司法書士

への報酬 

 

【事前に家庭裁判所に相談していただく必要のあるものの例】 

  亡くなった親権者の仏壇・墓碑・法要に関する費用，未成年者の他の家

族の生活費，未成年者名義で出す冠婚の祝儀や葬祭の香典，未成年者名義

の負債の償還 

【原則として支出できないもの（必ず事前に家庭裁判所にご相談ください。）】 

 未成年者以外の者を被保険者または受取人とする保険契約，未成年者以

外のものを契約者とする保険契約の保険料の支払，親族や他人への贈与・

寄付行為，親族や他人への金銭の貸し付け，後見人名義，親族名義等第三

者名義のローンの返済，不相当な価格での財産の処分，未成年者の養育監

護を支援している親族への報酬 

 

＊ 後見人が選ばれる前の立替金がある場合や，上記類型のどれにあたる

かどうか判断に迷うような場合は，事前に家庭裁判所にご相談ください。 

A 
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未成年者の財産の処分 

 

 未成年者の財産を処分したいのですが，どうしたらよい

でしょうか。 

 

 

 未成年者の財産の処分は，後見人の責任で行ってかまいません。

ただし，未成年者に損害を与えないよう，処分の必要性，他の方

法の選択肢の有無，未成年者の財産の総額などを事前に十分に検

討し，必要最小限の範囲で行ってください。 

 

 

【未成年者の財産の処分】 

 後見人は，未成年者の財産を適正に管理する義務を負う一方で，未成年

者を代理し，未成年者の財産を処分する権限が与えられています。 

 ただし，土地を売却すれば費消されやすいお金になってしまいますし，

抵当権を設定すれば財産的価値が減少したりするので，必要性がないのに

むやみに処分することは相当ではありません。 

 

【処分の必要が生じた場合】 

 未成年者の財産を処分する必要が生じた場合，後見人は，自己の責任に

おいて未成年者の財産を処分することになります。処分に当たっては，そ

の必要性，より安全な他の方法の有無，未成年者の現在の財産総額などを

考慮して，未成年者に損害を与えないように注意する必要があります。万

一，未成年者に損害が生じた場合，後見人は賠償責任を負います。 

 重要な財産を処分する場合で，後見人だけでは判断に困ることがあれば，

事前に家庭裁判所に相談してください。その場合，事情によっては，処分

しようとしている財産や処分の方法等について，家庭裁判所に資料等を提

出していただく場合もあります。 

 

A 
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遺産分割に当たっての留意点 

 

 近々，遺産分割が予定されており，未成年者が相続人の

１人です。遺産分割協議にあたり，未成年者の相続分（取

り分）をどのように決めたらよいか，思案しています。 

 

 

 遺産分割協議をする場合，未成年者だけが不利益を被ることが

ないよう，十分に配慮してください。基本的には，法定相続分（民

法第９００条参照）が未成年者の取り分と考えてください。 

 

 

【未成年者の相続分】 

 原則として，法律の規定によって計算される未成年者の法定相続分を遺

産分割協議で確保していただきます。それが，相続における未成年者の権

利を守ることになるからです。 

 なお，遺産の内容や被相続人との関係，その土地の慣習，他の相続人の

構成，これまでの交流状況などから，原則どおりにすることが必ずしも妥

当とは言えないような場合もあるかもしれませんが，このような場合には

必ず事前に家庭裁判所にご相談ください。 

 

【遺産分割に当たって】 

 相続人の間で意見がまとまらない，あるいは具体的な遺産の分け方が決

まらない場合は，家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。 

 なお，後見人と未成年者がともに相続人である場合，遺産分割協議にあ

たり，未成年者のために特別代理人選任の手続が必要になります（Ｑ１０

参照）。 

 

A 
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後見人と未成年者の利益が相反する場合 

 

 未成年者は，後見人である私の弟です。亡くなった父の

遺産分割協議はどのようにすればよいのでしょうか。 

 

 

 後見人が，亡父の相続人である自分の立場と同じく亡父の相続

人である未成年者の相続権を守るという法定代理人の立場を兼ね

ることになり，利益相反になります。このような場合には，その

手続のために特別代理人を選ぶ必要があります。 

 

 

【利益相反が生じた場合】 

 後見人と未成年者との双方が相続人となる遺産分割の場合，後見人はそ

の気になれば，自分の取り分を多くし，未成年者の取り分を少なくするこ

とも出来てしまいます。このような関係のことを「利益相反」と言います。 

 また，兄弟姉妹の関係にある複数の未成年者について共通の後見人が選

任されていると，複数の未成年者が共同相続人となる遺産分割を行うよう

なときには，未成年者間で利益が相反します。 

 利益相反になった場合には，未成年者の利益が守られない事態も想定さ

れることから，後見人以外の人を未成年者の代理人（特別代理人）として

選任する必要があります。 

 ただし，後見監督人が選任されている場合は，特別代理人を選任する必

要はありません。後見監督人が未成年者の代理人になるからです。 

 

【特別代理人選任に当たって】 

 「特別代理人選任」の申立ての際には，利益相反の関係に当たる行為に

ついて具体的に記載していただきます。遺産分割などの場合は，遺産分割

協議案を添付していただいています。 

 特別代理人は，その手続だけのために選ばれるものですから，手続が終

われば，当然に任務は終了します。 

 

【利益相反にあたる他の例】 

 遺産分割の他にも，後見人自身と１５歳未満の未成年者とが養子縁組を

する場合，利益相反にあたることがあります（Ｑ１１参照）。 

  

A 
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後見人と未成年者との養子縁組 

 

 後見人として未成年者を監護してきましたが，今後は未

成年者を自分の養子としたいと考えています。どのような

手続が必要でしょうか。 

 

 

 後見人が未成年者と養子縁組するには，家庭裁判所に対して， 

①「後見人と被後見人間の養子縁組許可」の申立て 

②「未成年者の養子縁組許可」の申立て 

（ただし，孫と祖父母など直系尊属との間の養子縁組でない場合） 

③「特別代理人選任」の申立て 

（ただし，未成年者が１５歳未満かつ後見監督人が選任されていない場合） 

が必要となります。未成年者との養子縁組をお考えであれば，必

ず事前に家庭裁判所にご相談ください。 

 

 

【①「後見人と被後見人間の養子縁組許可」の申立て】 

 後見人が未成年者と養子縁組する場合には，「後見人と被後見人間の養

子縁組許可」の申立てが必要です。家庭裁判所の許可を必要としているの

は，養子縁組に不適切な目的がないかを審査するためです。 

 

【②「未成年者の養子縁組許可」の申立て】 

 一般に，未成年者と養子縁組する場合には，縁組が未成年者の福祉にか

なうかどうかを審理するため，家庭裁判所の許可を得る必要があります。 

 そのため，孫と祖父母など，直系尊属との養子縁組ではない場合には，

「未成年者の養子縁組許可」の申立てが必要になります。 

 

【③「特別代理人選任」の申立て】 

 未成年者が１５歳未満の場合は，その法定代理人が未成年者に代わって

縁組を承諾する必要があります。しかし，後見人は養親となる者であると

同時に，未成年者の法定代理人でもあるため，利益相反となります（Ｑ１

０参照）。 

 そのため，未成年者が１５歳未満で，後見監督人が選任されていない場

合には，「特別代理人選任」の申立てが必要になります。 

A 
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後見人に対する報酬の付与 

 

 後見人には報酬が支払われると聞きました。未成年者と

親族の関係にあってももらえるのですか。もらえるとすれ

ば，どのくらいもらえるのですか。 

 

 

 後見人であれば，親族でも第三者でも報酬をもらうことができ

ます。ただし，報酬を受け取るためには，家庭裁判所に「報酬付

与」の申立てが必要です。報酬の金額は，後見人の仕事の内容に

応じて家庭裁判所が決めます。 

 

 

【報酬付与の申立て】 

 後見人は，重大な責任と義務を負いますから，報酬を請求することがで

きます。報酬を希望される場合は，家庭裁判所に「未成年後見人に対する

報酬の付与」の申立てをする必要があります。家庭裁判所がその申立てを

認めて初めて，後見人は，未成年者の財産から報酬を受けることができま

す。管理している未成年者の財産から勝手にその報酬を受け取ることはで

きません。また，未成年者のためにきちんと後見事務をしているとしても，

未成年者に財産がない場合は，報酬をお支払いできません。 

 

【報酬の額】 

 報酬の額は，管理している財産の額や後見事務の難易などを総合的に検

討し，それぞれの事案ごとに家庭裁判所が決定します。 

 家庭裁判所の決定した報酬の額に不満がある場合や報酬が認められなか

った場合など，いずれの場合にも，不服の申立てはできません。 

 

【申立ての時期】 

 報酬は後払いですので，ある程度の期間，後見人の仕事をしていただい

た後になります。大津家庭裁判所では，後見人に自主的に後見事務の報告

をしていただく時期（おおむね１年ごと）を目安にしています。 

 

A 
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後見人の辞任 

 

 病気や高齢により，後見人の仕事を続けることができな

くなった場合は，どうすればよいですか。 

 

 

 家庭裁判所に，「未成年後見人の辞任」の申立てをしてくださ

い。 

 

 

【未成年後見人の辞任】 

 後見人は，未成年者の権利や財産を守るため，家庭裁判所に適任である

と認められて選任されたわけですから，後見人の都合で自由に辞任するこ

とはできません。未成年者の利益を守れなくなるおそれがあるためです。 

 後見人が辞任できるのは，正当な事由がある場合に限られ，その場合で

も，家庭裁判所の許可を得て初めて辞任できることになっています。つま

り，家庭裁判所の辞任の許可があるまでは，後見人は後見事務を遂行する

責任があるということです。 

 「正当な事由」の例としては，病気や高齢のほかに，遠隔地への転居に

よって後見人の職務を円滑に行えなくなった場合などが考えられます。 

 

【新しい後見人への引継ぎ】 

 後見人を辞任する場合は，他に後見人がいる場合を除いて，次の後見人

を選ばなくてはなりません。未成年者の権利保護に支障を来さないように，

「未成年後見人の辞任」の申立てと一緒に，後任の後見人を選任するため

の「未成年後見人選任」の申立てをしてください。 

 辞任が許可された時は，すみやかにそれまで管理していた財産を新しい

後見人に引き継いでください。 

 

A 
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後見人の任務の終了 

 

１ 後見人に選任されましたが，後見人の任務はいつまで

続くのですか。 

２ 後見人の任務を終えるときには何をしたらいいでし

ょうか。 

 

 

１ 後見人の任務が終了するのは，①未成年者が成人したとき，

②未成年者が婚姻したとき，③未成年者が養子縁組したとき，

④未成年者が死亡したとき，⑤後見人が辞任した，もしくは，

解任されたときです。 

２ 任務を終了する際の大事なことは，財産の引継ぎです。後見

人は，それまで管理していた未成年者の財産について，管理

の計算をし，それを家庭裁判所に報告し，①，②成人・婚姻

した未成年者，②婚姻をした未成年者，③養親，④相続人ま

たは⑤新しい後見人に引継ぎをして任務が終了します。 

 

 

【後見人の任務の終了と最後の仕事】 

 後見人は，任務の終了から２か月以内に，それまで行っていた財産管理

の収支について計算し，その結果を家庭裁判所と財産を引き継ぐ相手に報

告しなければなりません。なお，後見監督人が選任されている場合は，後

見監督人の立ち会いが必要となります。 

 また，終了事由によっては，家庭裁判所への連絡や，未成年者の本籍地，

もしくは，後見人の住所地の市区町村役場の戸籍係に後見終了の届けが必

要となります。 

 

【終了事由ごとの最後の仕事】 

終了事由 
裁判所への 

連絡 

財産の 

引継ぎ先 

役場への 

届出 

①未成年者が成人した 
自主報告をお願い

します。 

成人・ 

婚姻した 

未成年者 必要 ②未成年者が婚姻した すみやかにその旨

を連絡してくださ

い。 

③未成年者が養子縁組した 養親 

④未成年者が死亡した 相続人 

⑤後見人の辞任・解任  新後見人 不要 
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【①未成年者が成人したとき】 

 ５３頁のひな形を使用して，家庭裁判所に終了の報告を提出してくださ

い。また，成人してから１０日以内に，未成年者の本籍地，もしくは，後

見人の住所地の市区町村役場の戸籍係に後見終了の届けが必要です。管理

していた財産については，計算終了後，成人した未成年者に引き継いでく

ださい。 

 

【未成年者が ②婚姻したとき・③養子縁組したとき・④死亡したとき】 

 これらの事由が生じた場合には，未成年後見は終了することになります

ので，すみやかに家庭裁判所に連絡してください。必要な手続についてご

説明いたします。また，終了事由が生じてから１０日以内に，未成年者の

本籍地，もしくは，後見人の住所地の市区町村役場の戸籍係に後見終了の

届けが必要です。管理していた財産については，計算終了後，②婚姻した

未成年者・③養親または④死亡した未成年者の相続人に引き継いでくださ

い。 

 

【⑤後見人が辞任した・解任された】 

 この場合，新しい後見人が選ばれることになりますので，管理していた

財産の計算をして，新しい後見人に引き継いでください。また，家庭裁判

所が未成年者の本籍地の市区町村役場の戸籍係に対し，戸籍記載の嘱託を

することになりますので，市区町村役場への届出は不要です。 

 

 

＊ 万一，後見人ご自身が死亡したときは，ご親族のどなたかが家庭裁判

所に連絡してください。未成年者の権利保護に支障をきたさないよう，

すみやかに後任の後見人を選ばなければならないからです。 

  また，新しい後見人への財産の引継ぎは，ご親族にお願いすることに

なります。 
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後見人であることの証明 

 

 後見人であることの証明を求められたときは，どうすれ

ばよいでしょうか。 

 

 

 市町村役場で未成年者の戸籍を取得し，これを提示してくださ

い。 

 

 

【未成年者の戸籍】 

 未成年者に後見人が選任されると，未成年者の戸籍にその旨の記載がさ

れます。この戸籍が後見人であることの証明書になります。 

 このほかに，後見人であることの証明として，家庭裁判所の審判書謄本

の提示を求められることがあります。 

 審判書謄本は，すでに後見人のお手元に届いていますが，追加の交付も

可能です。手数料は審判書謄本１枚につき１５０円（収入印紙）です。 

 審判書謄本の交付申請先は，家庭裁判所です。お問い合わせは，審判書

謄本に記載されている書記官あてにお願いいたします。 
 

 

 

後見監督人が選任された場合 

 

 後見監督人が選任されました。今後の手続きを進めるう

えで，どのような点に注意すればよいでしょうか。 

 

 

 後見監督人が選任されている場合には，後見監督人の同意が必

要な行為がありますので，注意が必要です。 

 

 

【後見監督人】 

 後見監督人は，後見人の事務の監督，財産調査及び財産目録作成への立

ち会い，任務終了時の管理計算への立ち会いを行います。 

 後見監督人の同意が必要な行為としては，①親権者の定めた教育方法の

変更，②親権者の定めた居所の変更，③未成年者を懲戒場に入れること，

④未成年者が営業することの許可，営業の取消及び制限をすること，⑤未

成年者に代わって重要な財産行為を行うことが挙げられます。 

A 
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A 

16 
Q 
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裁判所への連絡方法について 

 

 後見人として仕事を行っていくうえで，分からないこと

や判断に迷うことがあった場合は，どうすればよいです

か。 

 

 

 まず，未成年後見人Ｑ＆Ａをよく読んでください。それでも分

からない場合や判断に迷う場合には，次のページの連絡票に必要

事項をご記入のうえ，裁判所に提出してください。 

 

 

【裁判所への質問】 

 連絡票に質問事項を具体的に記載して裁判所に提出してください。その

際，質問事項に対する後見人の考えや意見を併せてお書きください。 

 

【裁判所への連絡】 

次の場合には，必要な資料を添えて連絡票に記載して裁判所に提出してく

ださい。 

・後見人又は未成年者が転居したとき 

・保険金など多額の金銭を受領したとき 

・大きな財産を処分するとき 

・遺産分割をするとき 

・未成年者が死亡したとき など 

なお，資料として住民票を提出する場合は，個人番号（マイナンバー）

の記載が省略されたものを提出してください。 

 

A 

17 
Q 



後見等事務に関する連絡がある方は，この用紙に記入して提出してください。質問について

は，その内容を検討した上で，連絡します。 
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基本事件番号  令和  年（家）第      号 

未成年者    氏名                

 

連 絡 票 

 

大津家庭裁判所 御中 

 

   令和   年   月   日 

未成年後見人 氏名               印 

電話番号（平日昼間の連絡先をご記入ください。）     －      －      

 

次の事項について連絡（ □連絡 □質問 ）します。 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                           

                                              

                                       

                                              

                                           

 

裁判所記載欄 

□ 回答：連絡日   月   日 ， □電話  □口頭  □ 

□ 回答内容： 

□ 備考： 

 【提出先】〒520-0044 大津市京町３－１－２ 大津家庭裁判所 後見係 

FAX 077-523-6164（FAXでの提出可）                                                      
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家庭裁判所に提出する書類 
＊適宜，コピーを取ってお使いください。 

      書式は，「未成年後見サイト（大津版）」から， 

ダウンロードすることもできます。 

 

 

 

● 自主報告書面（25 頁） 

 

 ・ 後見等事務報告書（25 頁）〈記入例〉39 頁 

 

 ・ 財 産 目 録（30 頁） 〈記入例〉44 頁 

 

 ・ 収 支 予 定 表（38 頁） 〈記入例〉52 頁 

 

 

● 後見事務終了報告書（53 頁） 

 

 

● 後見監督時の資料提出に関する注意点（57 頁） 
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開始事件番号 平成・令和   年（家）第      号 

（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：          ） 

 

 

後 見 等 事 務 報 告 書 

 

令和  年  月  日 

住 所                           

成年後見人等                 印   

電話番号                       

 （９時～１７時に連絡がとれる電話番号を書いてください。） 

 ご本人の生活状況について  

１ 前回報告以降、ご本人の住所に変化はありましたか。 

 □ 変化はない。   

□ 以下のとおり変化があった。 

  →変わったことが確認できる資料（住民票（個人番号（マイナンバー）の記載の

ないもの）、入院や施設入所に関する資料など）を本報告書とともに提出して

ください。 

【住民票上の住所】 

                                     

【実際に住んでいる場所】（ ※ 入院先、入所施設などを含む。） 

                                     

 

２ 前回報告以降、ご本人の心身の状況や生活状況に変化はありましたか。 

 □ 特に変化はない。   □ 以下のとおり変化があった。 
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 ご本人の財産状況について  

※１～５については、財産管理に関する代理権が付与されていない保佐人・補助人は回

答不要です。 

１ 前回報告以降、月々の定期収入と定期支出に変化はありましたか。または、今後変

化する予定がありますか。 

 □ 特に変化はない。→収支予定表の提出は不要です。 

 □ 月額１万円以上の変化（の予定）がある。（□定期収入のみ □定期支出のみ □両方） 

  →「変化がある」と答えた場合のみ収支予定表を提出してください。また，  

 収支予定表の内容が確認できる資料（領収書３か月分程度など）を本報告書ととも 

  に提出してください。 

 

２ 前回報告以降、１回につき１０万円以上の臨時収入がありましたか。 

 □ ない。   

□ ある。（裁判所への事前報告 □ 済み □ 未了） 

   →「ある」と答えた場合、その内容を記載してください。また、これらが確認で

きる資料を本報告書とともに提出してください。 

年月日 費目 理由 金額（円） 入金口座 

資料 

番号 

 ． ．           

 ． ．           

 ． ．            

 ． ．            

計          （円） 

 

３ 前回報告以降、１回につき１０万円以上の臨時支出がありましたか。 

 □ ない。   

□ ある。（裁判所への事前報告 □ 済み □ 未了） 

   →「ある」と答えた場合、その内容を記載してください。また、これらが確認で

きる資料を本報告書とともに提出してください。 
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年月日 費目 理由（使途等） 金額（円） 

資料 

番号 

． ．            

． ．             

． ．             

． ．             

計     （円） 

 

４ 前回報告以降、ご本人が得た金銭（定期収入、臨時収入の全てを含む。）は、全額、

今回コピーを提出した通帳に入金されていますか。 

 □ はい。  

 □ いいえ。 

   →「いいえ」と答えた場合、入金されていないお金はいくらで、現在どのように

管理していますか。また、入金されていないのはなぜですか。以下にお書きく

ださい。 

                                            

                                        

                                        

                                        

 

５ 前回報告以降、ご本人の財産から、ご本人以外の人（ご本人の配偶者、親族、後見

人等自身を含みます。）の利益となるような支出をしたことがありますか。 

 □ ない。 

 □ ある。（裁判所への事前報告 □ 済み □ 未了） 

   →「ある」と答えた場合、誰のために、いくらを、どのような目的で支出しまし

たか。以下にお書きください。また、これらが確認できる資料を本報告書とと

もに提出してください。 
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 同意権、取消権、代理権について  

１ 保佐人・同意権が付与されている補助人のみ記入してください。 

前回の報告から今回の報告までの間に、同意権・取消権の行使をしましたか。 

□ 行使していない。   

□ 行使した。 

→「行使した」と答えた場合、行使した日付及び法律行為の内容を以下に記入し、

契約書等の写しを提出してください。 

                                        

                                        

                                        

                                        

 

２ 代理権が付与されている保佐人及び補助人のみ記入してください。 

前回の報告から今回の報告までの間に、代理権の行使をしましたか。 

□ 行使していない。  

□ 行使した。 

→「行使した」と答えた場合、行使した日付及び法律行為の内容を以下に記入し、 

契約書等の写しを提出してください。） 

                                        

                                        

                                        

                                        

 

３ 今後、同意権・取消権または代理権を行使する予定はありますか。 

□ 予定していない。 

□ 予定がある。 

→「予定がある」と答えた場合、その時期及び内容を以下に記入してください。 

                                        

                                        

                                        



                         

- 29 - 
 

 

 その他  

その他、裁判所に報告しておきたいことがあればお書きください。 

（本人の生活状況の変更予定、財産状況の変動予定等） 

                                            

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

※ □がある箇所は，必ずどちらか一方の□にレ点を入れてください。 

※ 完成したら、裁判所に提出する前にコピーを取って、大切に保管してください。 

※ 記載された内容につき、追加の資料を求めたり、お問い合わせをする場合があり

ますので、ご協力ください。 

※ 提出する資料には、個人番号（マイナンバー）の記載がないことを再度確認して

ください。 

※ 両面印刷で提出していただくことも可能です。 
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：           ） 

財 産 目 録 
（令和  年  月末日現在） 

令和  年  月  日 

     作成者氏名               印 

 

本人の財産の内容は以下のとおりです。 

１ 預貯金・現金  

※通帳については、上記報告基準日以降に記帳し、表紙部分、見開き部分、前回提出時以降の取引履

歴をコピーした上で添付してください。 

※定期預金等の口座が開設されている場合は、０円でもその通帳のコピーを添付してください。 

金融機関の名称 支店名 種別 口座番号 残高(円) 最終記帳日 管理者 

       

       

       

       

       

       

       

現    金    

合    計  □ 継続用紙あり 

 

２ 有価証券関係（株式、投資信託、出資金、公債、社債など） 

※その存在を示す資料（直近の運用実績報告書等）の写しを添付してください。評価額については、

運用実績報告書等の額を記載してください。 

種類 銘柄等 数量 評価単価 評価額(円) 取扱金融機関 名義人 管理者 

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

合    計  □ 継続用紙あり 
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 ３～６の各項目は，必ずいずれか一方の□にレ点を入れてください。  

 前回報告から各項目の財産の内容に少しでも変化があった場合は，「本人の財産の内容は別紙の

とおり」の□にレ点を入れ，前回までに報告したものも含め、改めて現在の財産の内容を別紙にお

書きください。 

 

３ 不動産（土地，建物） 

 □ 該当財産なし。□ 前回報告から変化なし。□本人の財産の内容は別紙のとおり。 

４ 保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 

 □ 該当財産なし。□ 前回報告から変化なし。□本人の財産の内容は別紙のとおり。 

５ 負債 

 □ 該当財産なし。□ 前回報告から変化なし。□本人の財産の内容は別紙のとおり。 

６ その他（貸金債権、自動車など） 

 □ 該当財産なし。□ 前回報告から変化なし。□本人の財産の内容は別紙のとおり。 
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                                【 別紙 】 
 

３ 不動産（土地，建物） 

→ 変化があった不動産に関する資料（不動産全部事項証明書，売買契約書等の写し）をご提出ください。 

 所 在 地番・家屋番号 地目・種類 地積・床面積(㎡) (根)抵当権の有無 

土地・建物     
 

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

 
  □ 継続用紙あり 

４ 保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 

→ 変化があった保険契約に関する資料を提出してください。 

（解約・満期の場合：解約金等の金額の分かる通知書等の写し，新規の場合：保険証券の写し） 

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 保険金額(受取額)(円) 受取人 

 
   

 

 
  

  

 
  

  

 
  

   

５ 負債 → 変化があった残債務額に関する資料を提出してください。 

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円） 

 
   

 
  

 

 
  

 
合 計  

  

６ その他（貸金債権、自動車など） 

→ 変化があったものに関する資料を提出してください。 

種類 内容 評価額（円） 備考 

 
   

 
  

 

 
  

 
合 計  
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者   氏名：          ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

１ 預貯金・現金 

金融機関の名称 支店名 種別 口座番号 残高(円) 最終記帳日 管理者 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合    計   
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者   氏名：         ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

２ 有価証券関係（株式、投資信託、出資金、公債、社債など） 

種類 銘柄等 数量 評価単価 評価額(円) 取扱金融機関 名義人 管理者 

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

合    計   
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：          ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

３ 不動産（土地，建物） 

 所 在 地番・家屋番号 地目・種類 地積・床面積(㎡) (根)抵当権の有無 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：          ） 

 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

４ 保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 保険金額(受取額)(円) 受取人 

 
   

 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 

５ 負債 

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円） 

 
   

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
合 計  
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：          ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

６ その他（貸金債権、自動車など） 

種類 内容 評価額（円） 備考 

 
   

 
  

 

 
  

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合 計  
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令和  年  月  日 

収支予定表 
 

作成者氏名               印 

１ 定期的な収入 

種別・名称など 月 額 年 額 管理状況(入金先等) 資料番号 

年金（厚生・国民）     

その他の年金（       ）     

その他（        ）     

計（Ａ）    

 
２ 定期的な支出 
(1) 日常的な支出 

費 目 月 額 年 額 備 考 資料番号 

入院費・施設費     

介護費（オムツ代等）     

生活費（食費等）     

小遣い     

その他（        ）     

計（Ｂ）    

 
(2) 税金・社会保険料 

費 目 月 額 年 額 備 考 資料番号 

健康保険料     

介護保険料     

固定資産税     

所得税・住民税     

公共料金(電気,ガス,水道,電話等)     

その他     

計（Ｃ）    

 
(3) その他 

費 目 月 額 年 額 備 考 資料番号 

     

     

     

計（Ｄ）    

 
３ 収支 

 月 額 年 額 

収入（Ａ）   

支出（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）   

収支   
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開始事件番号 平成・令和 ● 年（家）第 ●●●●● 号   記入例 
（☑成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名： ●●●●    ） 

 

 

後 見 等 事 務 報 告 書 

 

令和 ● 年 ● 月 ● 日 

住 所    大津市●町●丁目●番●号           

成年後見人等   ● ● ● ●       印   

電話番号     ０９０－●●●●－●●●●     

 （９時～１７時に連絡がとれる電話番号を書いてください。） 

 ご本人の生活状況について  

１ 前回報告以降、ご本人の住所に変化はありましたか。 

 □ 変化はない。   

☑ 以下のとおり変化があった。 

  →変わったことが確認できる資料（住民票（個人番号（マイナンバー）の記載の

ないもの）、入院や施設入所に関する資料など）を本報告書とともに提出して

ください。 

【住民票上の住所】 

 変化なし                                

【実際に住んでいる場所】（ ※ 入院先、入所施設などを含む。） 

 滋賀県●●市●●町●丁目●番●号 特別養護老人ホーム●●        

 

２ 前回報告以降、ご本人の心身の状況や生活状況に変化はありましたか。 

 □ 特に変化はない。   ☑ 以下のとおり変化があった。 

   （成年後見等の場合）認知症が進行したため、特別養護老人ホームに入所した。 

（未成年後見の場合）高校に進学した。                   
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 ご本人の財産状況について  

※１～５については、財産管理に関する代理権が付与されていない保佐人・補助人は回

答不要です。 

１ 前回報告以降、月々の定期収入と定期支出に変化はありましたか。または、今後変

化する予定がありますか。 

 □ 特に変化はない。→収支予定表の提出は不要です。 

 ☑ 月額１万円以上の変化（の予定）がある。（□定期収入のみ ☑定期支出のみ □両方） 

  →「変化がある」と答えた場合のみ収支予定表を提出してください。また，  

 収支予定表の内容が確認できる資料（領収書３か月分程度など）を本報告書ととも 

  に提出してください。 

 

２ 前回報告以降、１回につき１０万円以上の臨時収入がありましたか。 

 □ ない。   

☑ ある。（裁判所への事前報告 □ 済み ☑ 未了） 

   →「ある」と答えた場合、その内容を記載してください。また、これらが確認で

きる資料を本報告書とともに提出してください。 

年月日 費目 理由 金額（円） 入金口座 

資料 

番号 

●.●.●  保険金  入院保険金が入金された  150,000  ●●銀行  ２ 

 ． ．           

 ． ．            

 ． ．            

計    150,000      （円） 

 

３ 前回報告以降、１回につき１０万円以上の臨時支出がありましたか。 

 □ ない。   

☑ ある。（裁判所への事前報告 ☑ 済み □ 未了） 

   →「ある」と答えた場合、その内容を記載してください。また、これらが確認で

きる資料を本報告書とともに提出してください。 
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年月日 費目 理由（使途等） 金額（円） 

資料 

番号 

●.●.● 入学金   高校に入学したため入学金を支払った  700,000  ３ 

.   .   
 

    

． ．             

． ．             

計 700,000  （円） 

 

４ 前回報告以降、ご本人が得た金銭（定期収入、臨時収入の全てを含む。）は、全額、

今回コピーを提出した通帳に入金されていますか。 

 ☑ はい。  

 □ いいえ。 

   →「いいえ」と答えた場合、入金されていないお金はいくらで、現在どのように

管理していますか。また、入金されていないのはなぜですか。以下にお書きく

ださい。 

                                            

                                        

                                        

                                        

 

５ 前回報告以降、ご本人の財産から、ご本人以外の人（ご本人の配偶者、親族、後見

人等自身を含みます。）の利益となるような支出をしたことがありますか。 

 ☑ ない。 

 □ ある。（裁判所への事前報告 □ 済み □ 未了） 

   →「ある」と答えた場合、誰のために、いくらを、どのような目的で支出しまし

たか。以下にお書きください。また、これらが確認できる資料を本報告書とと

もに提出してください。 
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                    Ｐ４は成年後見・未成年後見の場合は記載不要 

 同意権、取消権、代理権について  

１ 保佐人・同意権が付与されている補助人のみ記入してください。 

前回の報告から今回の報告までの間に、同意権・取消権の行使をしましたか。 

□ 行使していない。   

□ 行使した。 

→「行使した」と答えた場合、行使した日付及び法律行為の内容を以下に記入し、

契約書等の写しを提出してください。 

                                        

                                        

                                        

                                        

 

２ 代理権が付与されている保佐人及び補助人のみ記入してください。 

前回の報告から今回の報告までの間に、代理権の行使をしましたか。 

□ 行使していない。  

□ 行使した。 

→「行使した」と答えた場合、行使した日付及び法律行為の内容を以下に記入し、 

契約書等の写しを提出してください。） 

                                        

                                        

                                        

                                        

 

３ 今後、同意権・取消権または代理権を行使する予定はありますか。 

□ 予定していない。 

□ 予定がある。 

→「予定がある」と答えた場合、その時期及び内容を以下に記入してください。 
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 その他  

その他、裁判所に報告しておきたいことがあればお書きください。 

（本人の生活状況の変更予定、財産状況の変動予定等） 

    本人の自宅の売却を検討しています。居住用不動産処分許可を申立てをする予定

です。                                   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

※ □がある箇所は，必ずどちらか一方の□にレ点を入れてください。 

※ 完成したら、裁判所に提出する前にコピーを取って、大切に保管してください。 

※ 記載された内容につき、追加の資料を求めたり、お問い合わせをする場合があり

ますので、ご協力ください。 

※ 提出する資料には、個人番号（マイナンバー）の記載がないことを再度確認して

ください。 

※ 両面印刷で提出していただくことも可能です。 
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（☑成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：●●●●       ） 

財 産 目 録 
（令和 ● 年 ● 月末日現在） 

令和●年●月●日 

     作成者氏名  ●●●●        印 

 

本人の財産の内容は以下のとおりです。 

１ 預貯金・現金  

※通帳については、上記報告基準日以降に記帳し、表紙部分、見開き部分、前回提出時以降の取引履

歴をコピーした上で添付してください。 

※定期預金等の口座が開設されている場合は、０円でもその通帳のコピーを添付してください。 

金融機関の名称 支店名 種別 口座番号 残高(円) 最終記帳日 管理者 

●●銀行 ●● 普通 ●●●●●●● 1,457,890 ●.●.● 後見人 

  ●●銀行 ●● 普通 ●●●●●●●    345,890 ●.●.● 特養●● 

ＪＡ●● ●● 定期 ●●●●●●●   2,000,000 ●.●.● 後見人 

       

       

       

       

現    金 45,325   

合    計   3,849,105 □ 継続用紙あり 

 

２ 有価証券関係（株式、投資信託、出資金、公債、社債など） 

※その存在を示す資料（直近の運用実績報告書等）の写しを添付してください。評価額については、

運用実績報告書等の額を記載してください。 

種類 銘柄等 数量 評価単価 評価額(円) 取扱金融機関 名義人 管理者 

株式  ●●電器（株） １００株 

口 
300 円  30,000 ●●証券 被後見人 後見人 

投資信託  ●●オープン 株 

５０口 
700 円  35,000 ●●信託銀行 被後見人 後見人 

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

合    計 65,000 □ 継続用紙あり 
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 ３～６の各項目は，必ずいずれか一方の□にレ点を入れてください。  

 前回報告から各項目の財産の内容に少しでも変化があった場合は，「本人の財産の内容は別紙の

とおり」の□にレ点を入れ，前回までに報告したものも含め、改めて現在の財産の内容を別紙にお

書きください。 

 

３ 不動産（土地，建物） 

 □ 該当財産なし。□ 前回報告から変化なし。☑本人の財産の内容は別紙のとおり。 

４ 保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 

 □ 該当財産なし。☑ 前回報告から変化なし。□本人の財産の内容は別紙のとおり。 

５ 負債 

 ☑ 該当財産なし。□ 前回報告から変化なし。□本人の財産の内容は別紙のとおり。 

６ その他（貸金債権、自動車など） 

 ☑ 該当財産なし。□ 前回報告から変化なし。□本人の財産の内容は別紙のとおり。 
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                                【 別紙 】 
 

３ 不動産（土地，建物） 

→ 変化があった不動産に関する資料（不動産全部事項証明書，売買契約書等の写し）をご提出ください。 

 所 在 地番・家屋番号 地目・種類 地積・床面積(㎡) (根)抵当権の有無 

土地・建物 ●市●町 ●番● 宅地 ●●.●● なし 

土地・建物 ●市●町 ●番● 木造瓦葺平家 ●●.●● なし 

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

 
  □ 継続用紙あり 

４ 保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 

→ 変化があった保険契約に関する資料を提出してください。 

（解約・満期の場合：解約金等の金額の分かる通知書等の写し，新規の場合：保険証券の写し） 

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 保険金額(受取額)(円) 受取人 

 
   

 

 
  

  

 
  

  

 
  

   

５ 負債 → 変化があった残債務額に関する資料を提出してください。 

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円） 

 
   

 
  

 

 
  

 
合 計  

  

６ その他（貸金債権、自動車など） 

→ 変化があったものに関する資料を提出してください。 

種類 内容 評価額（円） 備考 

 
   

 
  

 

 
  

 
合 計  
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者   氏名：          ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

１ 預貯金・現金 

金融機関の名称 支店名 種別 口座番号 残高(円) 最終記帳日 管理者 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

合    計   
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者   氏名：         ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

２ 有価証券関係（株式、投資信託、出資金、公債、社債など） 

種類 銘柄等 数量 評価単価 評価額(円) 取扱金融機関 名義人 管理者 

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

合    計   
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：          ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

３ 不動産（土地，建物） 

 所 在 地番・家屋番号 地目・種類 地積・床面積(㎡) (根)抵当権の有無 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
 

土地・建物     
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：          ） 

 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

４ 保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 保険金額(受取額)(円) 受取人 

 
   

 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 

５ 負債 

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円） 

 
   

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
合 計  
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（□成年被後見人 □被保佐人 □被補助人 □未成年者  氏名：          ） 

 

財 産 目 録（継続用紙） 
 

６ その他（貸金債権、自動車など） 

種類 内容 評価額（円） 備考 

 
   

 
  

 

 
  

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合 計  
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令和 ● 年 ● 月 ● 日 

収支予定表 
 

作成者氏名    ●●●●       印 

１ 定期的な収入 

種別・名称など 月 額 年 額 管理状況(入金先等) 資料番号 

年金（厚生・国民） 120,000 1,440,000 ●●銀行●●支店  ４ 

その他の年金（       ）     

その他（  配当金   ）      10,000      120,000  ●●銀行●●支店   ５ 

計（Ａ）      130,000     1,560,000  

 
２ 定期的な支出 
(1) 日常的な支出 

費 目 月 額 年 額 備 考 資料番号 

入院費・施設費       70,000     840,000   ６ 

介護費（オムツ代等）     

生活費（食費等）       10,000     120,000  衣服・散髪等   

小遣い       10,000     120,000  おやつ・ジュース  

その他（        ）     

計（Ｂ）     90,000    
1,080,000 

 

 
(2) 税金・社会保険料 

費 目 月 額 年 額 備 考 資料番号 

健康保険料     

介護保険料   年金から天引き  

固定資産税       3,807      45,684   ７ 

所得税・住民税   年金から天引き  

公共料金(電気,ガス,水道,電話等)     

その他     

計（Ｃ）     3,807    45,684  

 
(3) その他 

費 目 月 額 年 額 備 考 資料番号 

 ●●●●●      14,864    178,368   ８ 

     

     

計（Ｄ）     14,864   178,368  

 
３ 収支 

 月 額 年 額 

収入（Ａ）     130,000    1,560,000  

支出（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）     108,671    1,304,052 

収支      21,329     255,948 
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（基本事件             未成年者           ） 

 

後 見 事 務 終 了 報 告 書 
 

令和  年  月  日 

住 所                      

未成年後見人                印  

電話番号                      

 

 

 未成年者の生活状況について  

 

１ 現在の未成年者の住所，学校又は職業を記入してください。 

  住所                     ℡    （   ）     

  学校又は職業                                

 

２ 前回報告以降，未成年者の心身の状況や生活状況に変化はありましたか。 

 □ 特に変化はない。   □ 以下のとおり変化があった。 

                                        

                                        

                                        

 

 未成年者の財産状況について  

 

１ 前回報告以降，１回につき１０万円以上の臨時収入がありましたか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）その内容と金額はどのようなものですか。以下にお書きください。ま

た，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 
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２ 前回報告以降，１回につき１０万円以上の臨時支出がありましたか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）その内容と金額はどのようなものですか。以下にお書きください。

また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

                                        

                                        

                                        

 

３ 前回報告以降，未成年者が得た金銭（定期収入，臨時収入の全てを含む。）は，全

額，今回コピーを提出した通帳に入金されていますか。 

 □ はい。  □ いいえ。 

  （「いいえ」と答えた場合）入金されていないお金はいくらで，現在どのように管理していま

すか。また，入金されていないのはなぜですか。以下にお書きください。 

                                            

                                        

                                        

 

４ 前回報告以降，未成年者の財産から，未成年者以外の人（未成年者親族，後見人自

身を含みます。）の利益となるような支出をしたことがありますか。 

 □ ない。  □ ある。 

  （「ある」と答えた場合）誰のために，いくらを，どのような目的で支出しましたか。以下に

お書きください。また，これらが確認できる資料を本報告書とともに提出してください。 

                                            

                                        

                                        

 

５ その他，裁判所に報告しておきたいことがあればお書きください。 

                                            

                                        

                                        

 
※ □がある箇所は，必ずどちらか一方の□にレ点を入れてください。 
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                     （未成年者           ） 

 

財 産 目 録   令和  年  月  日 

 

 

以下の財産を，未成年者に引き継ぎました。 

  未成年後見人           印 

 

以下の財産について，内容を確認の上，未成年後見人から引き継ぎを受けました。 

未成年者             印 

 

１ 預貯金・現金  

※通帳については、前回報告基準日以降に記帳し、表紙部分、見開き部分、前回提出時以降の取引履

歴をコピーした上で添付してください。 

※定期預金等の口座が開設されている場合は、０円でもその通帳のコピーを添付してください。 

金融機関の名称 支店名 種別 口座番号 残高(円) 最終記帳日 管理者 

       

       

       

       

       

       

       

現    金    

合    計  □ 継続用紙あり 

 

２ 有価証券関係（株式、投資信託、出資金、公債、社債など） 

※その存在を示す資料（直近の運用実績報告書等）の写しを添付してください。評価額については、

運用実績報告書等の額を記載してください。 

種類 銘柄等 数量 評価単価 評価額(円) 取扱金融機関 名義人 管理者 

  株 

口 
     

  株 

口 
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  株 

口 
     

  株 

口 
     

  株 

口 
     

合    計  □ 継続用紙あり 

                                 

３ 不動産（土地，建物） 

 所 在 地番・家屋番号 地目・種類 地積・床面積(㎡) (根)抵当権の有無 

土地・建物     
 

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

土地・建物    
  

 
  □ 継続用紙あり 

４ 保険契約（本人が契約者又は受取人になっているもの） 

保険会社の名称 保険の種類 証書番号 保険金額(受取額)(円) 受取人 

 
   

 

 
  

  

 
  

  

 
  

   

５ 負債  

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円） 

 
   

 
  

 

 
  

 
合 計  

  

６ その他（貸金債権、自動車など） 

種類 内容 評価額（円） 備考 

 
   

 
  

 
合 計  
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後見監督時の資料提出に関する注意点 
 

【預貯金通帳のコピーについて】 

１ 預貯金通帳のコピーを必ず提出してください。コピーが必要なのは

以下の部分です。なお，通帳は最新の状態になるように記帳しておい

てください。 

  表紙 

  見返し（表紙の裏面で，支店名，口座番号等が書いてある部分） 

  普通預金や通常預金等については，報告対象期間中の取引が印字

されているページすべて。 

  総合通帳で，１冊の通帳に普通預金と定期預金（又は貯蓄預金）

が記載されているものは，それぞれコピーをとってください。 

  通帳を更新している場合は，更新前の通帳の該当部分も含みます。 

 

【資料の提出にあたって】 

２ 原則として当該資料のコピーを提出していただくことになります。

ただし，不動産登記簿謄本（全部事項証明書）を提出する必要がある

場合には，コピーではなく，原本を提出してください。 

 

【コピーする用紙について】 

３ Ａ４サイズの紙を利用してください。収まらない場合にはＡ３サイ

ズでも構いません。 

４ 用紙の裏面は使用せず，片面だけを使用してください。 

５ 用紙の左側に３㎝の余白をとってください。記録に綴じるための穴

を開けます。 

６ 預貯金通帳や領収書など，原稿が小さくても，用紙を切らないでく

ださい。拡大・縮小も不要です。 

７ 表裏両面に記載のあるものは，片面ずつそれぞれ別の用紙にコピー

してください。 

８ 違う種類の資料は，同じ用紙にコピーせず，資料の種類ごとにまと

めてください。 

 

【マイナンバーについて】 

９ マイナンバーが記載された書類を提出しないようにしてください。 

※ わからないことがありましたら，担当者までお問い合わせください。 



【R4.7】 

家庭裁判所一覧  
 

窓口の受付時間は午前９時～午前１１時３０分、午後１時～午後４時３０分です。 

 

裁判所 所在地・連絡先 

大津家庭裁判所 後見係 

〒520-0044 

大津市京町３－１－２ 

 

℡ ０７７－５０３－８１５６（直通） 

大津家庭裁判所彦根支部 

家事係 

〒522-0010 

 彦根市駅東町１－１３ 

 

℡ ０７４９－４４－８０１２（直通） 

大津家庭裁判所長浜支部 

家事係 

〒526-0058 

 長浜市南呉服町６－２２ 

 

℡ ０７４９－６２－０２４０（代表） 

大津家庭裁判所高島出張所 

〒520-1623 

 高島市今津町住吉１－３－８ 

 

℡ ０７４０－２２－２１４８（代表） 

 


